
○地元水防団から意見（問題のある箇所や改善して欲しい事項）を支援し改善できる点は出水期前に関係機関で確認し、早急に
対応を行い災害が発生しないようにする。その他の問題も随時解決していく。

○地元水防団と水防情報等に関して再確認を行うと共に、国土交通省から重要水防箇所や緊急速報メールなどの最新情報を共
有することにより更なる水防災の意識向上を図り、万が一災害が発生した場合にも早急な対応及び連携を行うため地元水防
団と関係機関がイメージを持って行動出来るようにする。

国交省からの情報提供

地元水防団と関係機関との情報共有による水防災の意識向上の取組

・国土交通省から平成３０年度における重要水防箇所の説明や、避難勧告等の円滑な発令等に資する情報提供の見直しの周知を行った。
・緊急速報メール（プッシュ型メール配信）や災害時に役立つ川の防災情報サイトの内容について説明を行った。

日 時 場 所 : 平成３０年５月１８日（金）１８：３０より 大洲河川国道事務所２階 第２会議室
主 催 : 大洲河川国道事務所
参 加 機 関 : 大洲市水防団、愛媛県大洲土木事務所、大洲市、大洲地区広域消防事務組合、大洲河川国道事務所

・水防活動を通じて浮かび上がった課題や改善事項、水防工法訓練の訓練内容などについて協議を行った。
・樋門の点検や堆積物の除去作業を行うために水路内に降りる足掛かりが無い箇所があり、安全に作業が出来るよう足掛かりの設置要望があ
った。

・樋門の工事を行う場合には、水防団へ事前連絡を行うことについて確認した。

水防団からの要望事項等


